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財 Ψ響■
Ｏ
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律

（昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
七
条
第
二
号
、
第
十

一
条

第
二
項
、
第
十
二
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第

一
項
、
第
十
四
条
の
二
第

一
項
、
第
二
十
条
第

一
項
及
び
第
四
十
四
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
塩
崎
　
恭
久

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

請
負
金
額
」
の
下
に
ゴ
湖
綱
劉
樹
籠
躙
獅
個
則
到
閣
躙
憫
到
コ
到
可
引
劉
嘲
瑚
団
瑚
硼
割

舅
瞳
謙
臨
籠
甜
「裡
轟
轟
翼
轟
覇
辮
講

轟
款製
［
鵡
詢
ビ
型
襴

「
一
億
九
千
万
円
」
を
ョ
↓
欄
用
鋼
＝
綱
日

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
第

一
号
中

「相
当
す
る
額
」
及
び

「の
額
」
の
下
に
ス
消
費
税
等
相
当
額
を
除
く
。）
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
中

「相
当
す
る
額
」
及
び

「そ
の
請
負
代
金
の
額
」
の
下
に
ス
消
費
税
等
相
当
額
を
除
く
。）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第

一
項
中

「千
分
の
五
十
」
を

「千
分
の
四
十
九
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
二
の
表
第
四
項
中

「別
表
第

一
の
二
第
七
号
７
」
を

「別
表
第

一
の
二
第
七
号
８
」
に
改
め
る
。

霧
〓
廿
菫
懇
約

一 三
中

第
「軒

拗
¨

「
四

一 」
巌

二
「青

励
脚
ｔ
″
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
第

一
号
中

「第
七
十
五
条
第
二
項
」
を

「第
七
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第

一
条
の
二
を
削
り
、
附
則
第

一
条
の
三
を
附
則
第

一
条
の
二
と
し
、
附
則
第

一
条
の
四
を
附
則
第

一
条
の
三

と
す
る
。
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